
四日市市告示第１８７号 

 四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

  令和７年３月２８日 

四日市市長  森  智 広 

 

   四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

 四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱（平成３０年四日市市告示第１１

６号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （補助金交付の対象事業）  （補助金交付の対象事業） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２  （略） ２  （略） 

３ 第１項の規定にかかわらず、導入設

備が自己の居住に供する目的以外に

用いられる場合は補助対象事業とし

ない。 

 

  

 （補助対象設備）  （補助対象設備） 

第５条 補助金の交付の対象となる設備

（以下「補助対象設備」という。）は、

自己が所有する未使用のもので、次の

各号に掲げるものとする。 

第５条 補助金の交付の対象となる設備

（以下「補助対象設備」という。）は、

自己が所有する未使用のもので、次の

各号に掲げるものとする。 

(1) 太陽光発電設備 

ア （略） 

イ 既存の太陽光発電設備の一部又は全

部を撤去し新たに太陽光発電設備を導

入する場合には、新たに設置する太陽

電池モジュール及びパワーコンディシ

ョナーの公称最大出力の合計値又は定

格出力の合計値のいずれか小さい方の

値が既存の太陽光発電設備の同じ値を

(1) 太陽光発電設備 

ア （略） 

イ 低圧配電線と逆潮流有りで連系する

こと。 



１キロワット以上上回っていること。 

 (2) 燃料電池設備 一般社団法人燃料

電池普及促進協会において、機器登

録されている家庭用燃料電池 

 (2) 燃料電池設備 一般社団法人燃料

電池普及促進協会において、機器登

録されているもの。 

 (3) 蓄電池（家庭用定置型） 一般社

団法人環境共創イニシアチブの戸建

ZEH 補助事業において、直近の公募で

補助対象設備とされている蓄電池 

 (3) 蓄電池（家庭用定置型） 一般社

団法人環境共創イニシアチブの戸建

ZEH 補助事業において、直近の公募で

補助対象設備とされているもの。 

(4) 家庭用エネルギー管理システム（以下

「ＨＥＭＳ」という。） 

ア 「ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ」規格を標準

インターフェイスとして搭載しているもの 

 

イ （略） 

 (4) 家庭用エネルギー管理システム（以下

「ＨＥＭＳ」という。） 

ア 「ＥＣＨＯＮＥＴ Ｌｉｔｅ」規格を標準

インターフェイスとして搭載しているも

の。 

イ （略） 

(5) 地中熱ヒートポンプ ヒートポン

プや空気循環型等掘削を必要とし、

地中熱を熱源として、その熱を空

調・給湯のエネルギーとして利用す

るもの 

(5) 地中熱ヒートポンプ ヒートポン

プや空気循環型等掘削を必要とし、

地中熱を熱源として、その熱を空

調・給湯のエネルギーとして利用す

るもの。 

(6) 電気自動車等充給電設備（以下「Ｖ

２Ｈ」という。） 国の補助事業にお

ける補助対象機器として一般社団法

人次世代自動車振興センターにおい

て、Ｖ２Ｈ充放電設備として補助対

象設備とされているもの 

 (6) 電気自動車等充給電設備（以下「Ｖ

２Ｈ」という。） 国の補助事業にお

ける補助対象機器として一般社団法

人次世代自動車振興センターにより

登録されているもの。 

(7) 電気自動車等充電設備  国の補助

事業における補助対象機器として一

般社団法人 次世代自動車振興セン

ターにおいて登録されている充電設

備で「充電用コンセント」及び「充電

用コンセントスタンド」のいずれに

も区分されないもの 

 (7) 電気自動車等充電設備 国の補助

事業における補助対象機器として一

般社団法人 次世代自動車振興セン

ターにより登録されているもので

「充電用コンセント」及び「充電用コ

ンセントスタンド」のいずれにも区

分されないもの。 

(8) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

（以下「ＺＥＨ」という。） 

 (8) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス

（以下「ＺＥＨ」という。） 



ア 発電した電力の全部又は一部を自家

消費する（すなわち余剰売電である）

太陽光発電設備及び第４号に規定す

る設備が設置されている住宅 

イ 国土交通省の「建築物のエネルギー

消費性能の表示に関する指針」に基

づく第三者認証（住宅版ＢＥＬＳ）に

おいて、一次エネルギー消費量基準

がゼロエネ相当であり、強化外皮基

準(ＵＡ値)が０．６Ｗ／ｍ２Ｋ以下で

ある評価・認証を受け、評価通り施工

された住宅 

ア 低圧配電線と逆潮流有りで連系し、

発電した電力の全部又は一部を自家

消費する（すなわち余剰売電である）

太陽光発電設備及び第４号に規定す

る設備が設置されている住宅 

イ 国土交通省の「建築物のエネルギー

消費性能の表示に関する指針」に基

づく第三者認証（住宅版ＢＥＬＳ）に

おいて、一次エネルギー消費量基準

がゼロエネ相当であり、強化外皮基

準(ＵＡ値)が０．６Ｗ／ｍ２Ｋ以下で

ある評価・認証を受け、評価通り施工

された住宅 

 ２及び３ （略）  ２及び３ （略） 

  

（募集及び交付申請）  （募集及び交付申請） 

第７条 市長は、募集期間を別に定め、

補助金の交付を受けようとする者

（以下「申請者」という。）を募集す

る。 

第７条 市長は、募集期間を決定し、補

助金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）を募集する。 

  

（計画変更・中止）  （計画変更・中止） 

第９条 前条の規定により交付の決定を

受けた者（以下「決定者」という。）

は、補助対象事業の内容の変更をし

ようとする場合又は補助対象事業を

中止しようとする場合は、直ちに四

日市市スマートシティ構築促進補助

金計画変更（中止）承認申請書（第４

号様式）に必要な書類を添付して市

長に提出し、承認を受けなければな

らない。ただし、交付申請書のうち次

第９条 前条の規定により交付の決定を

受けた者（以下「決定者」という。）

は、補助対象事業の内容の変更をし

ようとする場合又は補助対象事業を

中止しようとする場合は、直ちに四

日市市スマートシティ構築促進補助

金計画変更（中止）承認申請書（第４

号様式）に必要な書類を添付して市

長に提出し、承認を受けなければな

らない。ただし、交付申請書のうち次



の各号に掲げる事項の変更について

は、この限りでない。 

 (1)から(3)まで （略） 

の各号に掲げる事項の変更について

は、この限りでない。 

 (1)から(3)まで （略） 

 (4) 補助対象事業の事業完了予定日

（ただし、変更前と変更後の完了予

定日が同一年度内である場合に限

る。） 

 (4) 補助対象事業の事業完了予定日

（変更前と変更後の完了予定日が同

一年度内である場合に限る） 

第８号様式を次のように改める。  



第８号様式（第１２条関係） 

  年  月  日 

 

四日市市長 

               住  所 

 

               氏  名               

 

               電話番号 （    ）   － 

 

 

四日市市スマートシティ構築促進補助金 

交付請求書 

 

年  月  日付けで補助金交付額の確定通知を受けた四日市市スマートシ

ティ構築促進補助金について、四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱第１２

条第１項に基づき、下記のとおり請求します。 

 

記 

１．補助対象設備（複数チェック可） 

□(1)太陽光発電設備 □(2)燃料電池設備    □(3)蓄電池（家庭用定置型） 

 【70,000円】     【60,000円】      【100,000円】 

□(4)ＨＥＭＳ    □(5)地中熱ヒートポンプ □(6)Ｖ２Ｈ  

  【10,000円】     【300,000円】      【60,000円】 

□(7)電気自動車等充電設備 □(8)ＺＥＨ 

    【20,000円】     【200,000円】 

２．組み合わせ加算（該当する場合に一つだけチェック）  

  □(1)、(3)、(4)  □(1)、(4)、(6)   □(3)、(8) 

   【60,000円】    【50,000円】    【90,000円】 

  □(6)、（8）    □(1)、(6)      □(6)、再エネ供給 

   【80,000円】    【20,000円】    【20,000円】 

 

３．請求する補助金の額 ：        円 

 

４．補助金の振込先（申請者と同一名義の口座） 

金融機関名  支 店 名  

預金種別 普 通 口座番号  

フリガナ  

口座名義 
 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日に施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の四日市市スマートシティ構築促進補助金交付要綱の規定

は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係

る補助金の交付については、なお従前の例による。 

（環境部環境政策課） 


